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（目的） 

第１条 この内規は、竹水会が行う学会発表旅費補助の支給対象者選考に関する必要事

項を定めるものである。 

 

（資格） 

第２条 補助を受ける資格のある者は、 

・神戸大学工学部電気電子工学科の学生 

・神戸大学大学院工学研究科博士課程電気電子工学専攻の学生のうち竹水会の

会費を納入している者 

のいずれかとする。 

 

（条件） 

第３条 国内外で開催される学会、研究会において、学生自身が研究発表を行う場合に

限る。教員の研究活動の補助者として研究発表を行う場合も、これに含まれる。

但し、海外旅費は「KTC の学生海外派遣援助金」に申請し不採択になった場合

のみ申請可能とする。 

（申請） 

第４条 補助を受けようとする者は、あらかじめ別紙様式により申請書を「学生の研究

活動支援のための補助金運用委員会」に１部提出しなければならない。 

２ 申請は研究室単位で指導教員が行う。 

３ 申請書には、開催日時、開催場所が記されている資料（学会のプログラム等）

を添付すること。 

４ 一研究室から複数の申請がある場合は、研究室内での優先順位を明記すること。 

５ 申請は、委員会が定めた期間内に行うものとする。 

６ 補助金を受けようとする者は，補助金を受けた場合，補助金を受けた者の氏名，

参加会議名，会期，論文題目，報告書等，竹水会が必要と認める情報を竹水会

が印刷物，電子媒体等に掲載すること及び電気通信網を利用して公開すること



を承認するものとする。 

 

（選考） 

第５条 選考は、「学生の研究活動支援のための補助金運用委員会」で行う。 

２ 選考は、各年度 6 月、11 月、1 月に行う。ただし、特に必要と認める場合は、

臨時に選考を行うことがある。 

３ 補助を受けた者は、原則として２年間は順位を下位に置くものとする。 

 

（補助金） 

第６条 学会開催地域により、次の通り補助金を配分する。 

 （国内旅費） 

対象外：福井県、滋賀県、三重県、京都府、奈良県、兵庫県、大阪府、 

和歌山、鳥取県、岡山県、香川県、徳島県 

２万円：富山県、石川県、岐阜県、愛知県、島根県、広島県、愛媛県、 

高知県 

４万円：上記以外 

 （海外旅費） 

２０万円：ヨーロッパ、アメリカ、オセアニア、アフリカ 

１０万円：その他の地域 

２ 国内旅費補助を優先する。 

３ 旅費の不足分を指導する教員が管理する予算(運営費交付金、外部資金等)から

補填する場合は、本補助金を「教員の研究教育活動のための補助金」として扱

うことができる。 

４ 前項による補填を除き，他機関からの補助との重複は認めない。 

５ 補助金は各研究室あたり会計年度合計で最大３０万円とする。 

６ 申請者は、補助金の減額を１万円単位で申し出ることができる。 

  

（報告） 

第７条 補助を受けたものは、終了後１ヶ月以内に所定の様式の報告書を竹水会が定め

る電子ファイル様式にて「学生の研究活動支援のための補助金運用委員会」に

提出すること。 

２ 発表の資料（アブストラクト、プロシーディング等）を竹水会が定める電子フ

ァイル様式にて「学生の研究活動支援のための補助金運用委員会」に提出する

こと。 

３ 報告書と発表資料は、「学生の研究活動支援のための補助金運用委員

会」で管理する。 

 



（雑則） 

第８条 本規定の実施上又は解釈上に問題がある場合は、「学生の研究活動支援のため

の補助金運用委員会」が対応する。 

 

（附則） 

この内規は、平成１５年９月１日より施行する。 

平成１６年１０月１日 一部改訂 

平成１８年１１月１３日 一部改訂 

平成２０年 ３月２６日 一部改定 

平成２０年１０月６日 一部改訂 

平成２２年 ３月２５日 一部改訂 

平成２４年 ３月２３日 一部改訂 

平成２５年 ３月２６日 一部改訂 

 


